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アジア の窓 人
間
と
し
て
の
処
身

　
仕
事
柄
韓
国
の
新
聞
を
よ
く
読
ん
で
い
る
が
、
読
ん

で
い
て
励
ま
さ
れ
た
り
、
楽
し
く
な
る
よ
う
な
記
事
に

は
滅
多
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
。「
市
民
革
命
」

を
標
榜
し
、
既
存
の
政
治
・
経
済
・
社
会
の
秩
序
に
挑

戦
し
て
い
る
盧
武
鉱
政
権
で
は
あ
る
が
、
や
り
方
が
雑

で
短
兵
急
な
た
め
、
韓
国
人
な
ら
ず
と
も
韓
国
の
行
く

末
が
案
じ
ら
れ
る
し
か
な
い
。

　
そ
ん
な
中
、
久
々
に
感
銘
を
受
け
る
記
事
に
出
く
わ

し
た
。
韓
国
金
融
研
究
院
が
九
月
一
七
日
に
開
催
し
た

セ
ミ
ナ
ー
で
、
崔
洸
国
会
予
算
処
処
長
（
次
官
級
）
が

「
政
府
の
政
策
は
反
市
場
的
で
、
社
会
主
義
的
で
あ

る
」
と
し
、
「
政
治
論
理
が
経
済
論
理
を
圧
倒
し
て
い

る
た
め
、
経
済
は
繁
栄
の
道
よ
り
衰
退
の
道
に
向
か
っ

て
い
る
」
と
政
府
を
強
く
批
判
し
た
。
崔
処
長
は
反
市

場
政
策
の
具
体
例
と
し
て
、
ア
パ
ー
ト
の
原
価
公
開
、

財
閥
や
金
融
機
関

の
ト
ッ
プ
に
対
す

る
圧
力
、
労
組
偏

向
政
策
、
言
論
規

制
等
を
挙
げ
た
。

　
盧
武
鉉
政
権
が

推
進
す
る
内
外
の

政
策
は
か
ね
て
か

ら
強
い
批
判
に
晒

さ
れ
て
き
た
が
、
お
膝
元
の
官
僚
か
ら
の
公
開
批
判
は

筆
者
の
記
憶
に
は
な
い
。 「
伏
地
不
動
」
、 「
伏
地
眼
動
」

の
状
況
に
あ
る
官
僚
と
し
て
は
、
思
い
切
っ
た
行
動
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
崔
処
長
の
「
今
回
の
発
言
で
公

職
か
ら
退
く
覚
悟
で
し
た
」
と
の
発
言
は
当
然
で
も
あ

る
。

　
政
府
が
現
職
高
官
の
政
府
批
判
を
放
っ
て
置
く
訳
は

な
い
。
翌
一
八
日
、
李
憲
宰
副
総
理
兼
財
政
経
済
部
長

官
は
「
金
融
機
関
が
理
念
論
争
を
煽
っ
て
い
る
」
と
し

て
、
金
融
研
究
院
と
崔
処
長
ら
を
批
判
し
た
。
一
〇
月

五
日
に
は
予
算
処
処
長
の
人
事
権
を
持
つ
国
会
議
長
が

崔
処
長
に
辞
職
を
通
告
し
た
が
、
崔
処
長
は
そ
れ
を
拒

否
、
十
月
末
現
在
も
現
職
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　
崔
処
長
の
経
歴
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
氏
は
も
と

も
と
大
学
教
授
で
、
租
税
と
財
政
の
専
門
家
で
あ
る
。

金
泳
三
政
権
時
に
は
保
健
福
祉
部
長
官
を
し
た
こ
と
も

あ
り
、
官
僚
出
身
で
は
な
い
。

　
近
着
の
『
月
刊
朝
鮮
』
十
一
月
号
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
に
よ
る
と
、
氏
は
病
床
に
あ
る
父
親
か
ら
常
に

「
基
本
に
忠
実
で
、
真
っ
直
ぐ
に
生
き
ろ
」
と
諭
さ
れ

て
き
た
と
い
う
。
「
金
大
中
政
権
以
来
、
国
家
の
正
体

性
（
基
本
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
意
味
…
筆
者

注
）
の
危
機
を
切
実
に
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、

今
回
の
行
動
の
根
底
に
あ
る
。

　
崔
洸
処
長
は
「
市
場
経
済
の
基
本
は
、
私
有
財
産
権

の
保
障
と
経
済
選
択
の
自
由
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
二

つ
を
最
後
ま
で
一
貫
し
て
追
求
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主

張
し
、
盧
武
鉉
政
権
と
戦
う
構
え
を
崩
し
て
い
な
い
。

（
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
　
野
副
　
伸
一
）

　
近
年
、
中
国
の
農
村
で
は
農
民
の
「
上
訪
」

（
陳
情
、
直
訴
）
が
暴
動
へ
と
発
展
す
る
ケ
ー

ス
が
増
加
し
て
い
る
。
九
月
中
旬
、
河
南
省
で

発
生
し
た
農
民
デ
モ
は
三
七
の
郷
に
ま
た
が
る

広
範
な
も
の
で
、
二
〇
万
人
近
い
農
民
が
農
具

を
武
器
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　
こ
の
暴
動
は
公
安
、
武
装
警
察
な
ど
三
万
余

の
動
員
で
鎮
静
化
さ
れ
た
が
、
各
地
の
農
民
デ

モ
に
は
同
じ
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
最
も
多
い

の
は
農
地
の
収
用
と
補
償
に
絡
ん
だ
問
題
で
あ

る
。

　
農
家
経
営
請
負
制
の
下
、
農
地
の
使
用
権
は

農
家
に
あ
る
が
、
所
有
権
は
村
民
委
員
会
な
ど

い
わ
ゆ
る
集
団
組
織
に
あ
る
。
開
発
業
者
な
ど

に
高
い
価
格
で
農
地
が
転
売
さ
れ
て
も
、
そ
の

分
配
は
農
家
五
〜
一
〇
％
、
集
団
組
織
二
五
〜

三
〇
％
、
郷
鎮
政
府
六
〇
〜
七
〇
な
ど
の
例
も

報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
土
地
収
用
に
対
す
る
補
償
は
憲
法
に
ま
で
明

記
さ
れ
て
い
る
が
、
郷
村
政
府
役
人
の
腐
敗
が

あ
る
限
り
農
民
の
不
満
は
解
消
さ
れ
そ
う
に
な

い
。

（
Ｈ
Ｋ
）

　  

多
発
す
る
中
国
の
農
民
暴
動


